
建 設 工 事 等 の 電 子 契 約 ・
電子保証の導入について

令和６(2024)年１月

栃木県県土整備部監理課
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概要
・栃木県では、建設工事・建設工事関連業務委託の契約について電子契約サー

ビスの利用を開始します。

・また、併せて、契約履行を担保するための契約保証等についても、電子保証

サービスが利用できるようになります。

・引き続き、紙契約を希望する場合には、紙契約により栃木県と契約を締結す

ることができます。

・電子契約サービスの対象は、令和６年４月１日以降に、栃木県が入札公告又は

入札(見積)実施通知を行う建設工事・建設工事関連業務委託の当初契約が対象

です。(議会の議決を要する案件の仮契約も対象です。)

ただし、災害応急工事等は対象外となり、紙契約となります。

なお、変更契約については、当分の間、一律紙契約となります。
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電子契約の流れ

※一般競争入札・指名競争入札の場合

３

電子入札システムにて入札書及び工事費内訳書等、
電子契約同意書兼メールアドレス確認書を提出

落札結果の受領
発注者と契約予定日を調整
契約書等を作成し、電子データを発注者へ電子メールにて提出

電子契約サービスから電子メールが届くので、
契約書を確認し承認

契約締結（電子署名、タイムスタンプ）
電子契約サービスから契約締結の電子メールが届く

契約書を保管



電子契約同意書兼メールアドレス
確認書の提出について
・電子契約サービスの利用にあたっては、案件ごとに電子契約同意書兼メールア

ドレス確認書の提出が必要となります。

・記載事項

①契約番号・工事(業務)名 (契約番号が無い場合は空欄)

②契約締結権限者の役職、氏名、メールアドレス

③契約担当者の役職、氏名、メールアドレス

・提出方法

一般競争入札・指名競争入札の場合

⇒電子入札システムにて、入札書及び工事費内訳書等と同時に提出

※工事費内訳書等と電子契約同意書兼メールアドレス確認書をzipファイルで提出

随意契約の場合

⇒落札決定後、発注機関へ電子メールで提出
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電子契約同意書兼
メールアドレス
確認書サンプル

５

①

②

③



契約書等の提出について

・落札決定通知後、発注機関の担当者と工期等の打合せを行ってください。

なお、契約書の日付は空欄で作成をお願いいたします。

・契約書・仲裁合意書 (Word)と、契約保証書等の写し(jpeg , PDF 等)又は

「認証キー(PDF)」を発注機関へメールで提出してください。

※東日本建設業保証（株）等が提供する電子保証サービスを利用する場合には

「認証キー(PDF)」を暗号化処理の上提出してください(契約保証書の写しは不可)。

・建設リサイクル法に係る別紙・免税事業者届出書(Word)、前金払の使途拡大に係る

別紙(PDF)は、該当する場合に提出してください。

・契約書の提出期限や契約保証書等の提出期限については、従前どおり、「落札

通知日から県の休日を除いて７日以内」ですが、契約予定日の３日前を目安に

発注機関へ提出してください。
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電子契約締結後の手続について

・電子契約の合意がなされた後、電子契約サービスから電子契約

書(PDF)がメールで届きますので、ダウンロードして保管してください。

・工事工程表、現場代理人及び主任技術者選任通知書、請負代金内訳書等につ

いては、従来どおり発注機関へ電子メールもしくは紙で提出してください。

※押印省略可能な書類については、電子メールでの提出が可能です。

・栃木県建設工事請負(業務委託)契約に基づく協定書及び繰越承認に伴う支払額

確定協定書は、電子契約サービスの対象外ですので、引き続き収入印紙の貼

付けが必要となりますのでご注意ください。
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電子契約・電子保証の導入に関するご質
問について

電子契約・電子保証の導入に関するご質問については、県ＨＰに公開されている
質問票の様式により監理課宛てメールでご提出ください。

提出先：koujikanri@pref.tochigi.lg.jp (監理課のメールアドレス)

※提出の際には、標題を以下のとおり記載してください。

標題：【○○会社】電子契約・電子保証の導入に係る質問について
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END
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